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臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
は
平
成
27
年
度
も
継
続
し
ま
す
。
く
わ
し
く
は「
広
報
た
ち
か
わ
」５
月
25
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す〔
福
祉
総
務
課
・
子
育
て
推
進
課
〕

処
分
し
た
と
き
▼
下
取
り
に
出
し
た

り
、
譲
渡
し
た
り
し
た
と
き
▼
盗
難

に
遭
っ
た
と
き
▼
市
外
へ
転
出
し
た

と
き
は
、
す
ぐ
に
廃
車
ま
た
は
変
更

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
原
動
機
付
自
転
車
・
小
型

特
殊
自
動
車
お
よ
び
二
輪
車
の
税
率

増
は
、
平
成
28
年
度
か
ら
の
適
用
と

な
り
ま
し
た
。

問
課
税
課
諸
税
係
・
内
線
1
2
0
0

市
・
都
民
税

　
平
成
27
年
度
の
市
・
都
民
税
の
納

税
通
知
書
を
次
の
通
り
発
送
し
ま
す
。

▼
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収（
天
引
き
）

の
方
＝
5
月
11
日（
月
）に
給
与
支
払

い
者（
会
社
等
）に
発
送
し
ま
す
。
給

与
所
得
者
の
方
は
、
給
与
支
払
い
者

か
ら
税
額
の
通
知
書
が
渡
さ
れ
ま
す
。

▼
普
通
徴
収（
個
人
納
付
）・
公
的
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収（
天
引
き
）の
方

＝
6
月
5
日（
金
）に
自
営
業
者
や
年

金
受
給
者
の
方
な
ど
に
発
送
し
ま
す
。

問
課
税
課
市
民
税
係
・
内
線
1
2
0

6納
税
は
口
座
振
替
に

　
市
税
の
納
付
に
は
口
座
振
替
が
便

利
で
す
。
ご
指
定
の
金
融
機
関
か
ら

納
期
限
ご
と
に
振
替
さ
れ
る
の
で
、

納
め
忘
れ
が
な
く
、
納
付
場
所
に
出

掛
け
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
か
ら
の
申
し
込
み
は
、
平
成

27
年
度
第
2
期
か
ら
口
座
振
替
開
始

と
な
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
納

税
通
知
書
に
同
封
の
口
座
振
替
依
頼

書
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
右
下
表

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

届
か
な
い
方
は
ご
連
絡
を

　
平
成
27
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
納
税
通
知
書
を
5
月
1

日
に
発
送
し
ま
し
た
。
納
税
通
知
書

が
届
か
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

納
付
は
、
納
期
限（
左
表
）ま
で
に
お

願
い
し
ま
す
。

問
課
税
課
▽
土
地
係
・
内
線
1
2
1

6
▽
家
屋
係
・
内
線
1
2
2
2
▽
償

却
資
産
係
・
内
線
1
2
2
8

軽
自
動
車
税
納
期
限
は

6
月
1
日
で
す

　
平
成
27
年
度
の
軽
自
動
車
税
の
納

税
通
知
書
を
5
月
11
日（
月
）に
発
送

し
ま
す
。
納
期
限
は
6
月
1
日（
月
）

で
す
。

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

今
年
の
4
月
2
日
以
降
に
廃
車
手
続

き
を
し
て
も
、
平
成
27
年
度
の
税
は

納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
▼
車
体
を

固
定
資
産
税
償
却
資
産
の

申
告
は
お
済
み
で
す
か

　
法
人
や
個
人
で
工
場
や
商
店
、
不

動
産
賃
貸
業
な
ど
を
営
ん
で
い
る
場

合
、
所
有
し
て
い
る
事
業
用
資
産

（
構
築
物
・
機
械
・
器
具
・
備
品
な

ど
）に
は
、
償
却
資
産
と
し
て
固
定

資
産
税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
固
定
資
産
税
は
地
方
税
法
に

よ
り
、
申
告
に
よ
る
納
付
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
内
で
事
業
を

営
ん
で
い
る
方
は
、
税
務
署
だ
け
で

な
く
、
市
に
も
申
告
が
必
要
で
す

（
左
図
参
照
）。
未
申
告
の
方
は
、
至

急
ご
申
告
く
だ
さ
い
。
く
わ
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
税
理

士
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
平
成
27
年
度
固

定
資
産
税（
償
却
資
産
）の
手
引
き
」

も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

適
正
な
賦
課
と
未
申
告
の
解
消

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

●
税
務
署
と
連
携
し
て
い
ま
す
　
市

へ
の
申
告
内
容
確
認
等
の
た
め
、
税

務
署
申
告
の
確
認
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

●
申
告
の
周
知
を
行
っ
て
い
ま
す
　

直
接
お
伺
い
し
て
、
訪
問
催
告
や
申

告
内
容
の
確
認
を
行
う
ほ
か
、
市
へ

の
申
告
義
務
の
周
知
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

●
申
告
漏
れ
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税

し
ま
す
　
申
告
漏
れ
や
未
申
告
の
方

に
は
、
地
方
税
法
に
基
づ
き
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
課
税
し
ま
す
。

●
申
告
漏
れ
は
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
　
申
告
義
務
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
申
告
す
る

必
要
の
あ
る
方
が
申
告
し
な
い
場
合

や
偽
り
の
申
告
を
し
た
場
合
は
、
地

方
税
法
等
に
よ
り
罰
金
が
科
せ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
納
税
通
知
書
に
影
響
し
ま
す
　
申

告
が
遅
れ
る
と
納
税
通
知
書
が
遅
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
課
税
課
償
却
資
産
係
・
内
線
１
２

２
８

の
期
日（
必
着
）ま
で
に
郵
送（
切
手

不
要
）で
収
納
課
へ
お
送
り
く
だ
さ

い
。

　
第
1
期
の
口
座
振
替
は
申
し
込
み

を
締
め
切
り
ま
し
た
の
で
、
納
税
通

知
書
に
同
封
の
納
付
書
で
の
納
税
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
収
納
課
管
理
係
・
内
線
1
2
4
0

軽
自
動
車
税
減
免
申
請
は

５
月
25
日
ま
で
に

　
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
の
条
件

に
該
当
す
る
軽
自
動
車
な
ど
の
所
有

者
は
、
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
①
身
体
や
精
神
に
障
害
の
あ
る
方

ま
た
は
そ
の
障
害
者
と
生
計
を
同
じ

く
す
る
方（
同
居
ま
た
は
近
隣
2
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
居
住
）が
所
有

し
、
障
害
者
本
人
ま
た
は
生
計
を
同

じ
く
す
る
方
が
運
転
す
る
軽
自
動
車

な
ど
。
②
世
帯
員
全
員
が
障
害
者
で

あ
る
世
帯
の
方
が
所
有
し
、
そ
の
世

帯
の
方
を
常
時
介
護
す
る
方
が
運
転

す
る
軽
自
動
車
な
ど
。
③
車
両
の
構

造
が
、
障
害
者
用
で
あ
る
軽
自
動
車

な
ど
。

　
な
お
、
①
②
は
、
複
数
の
自
動
車

を
所
有
し
て
い
る
場
合
、
1
台
に
限

り
減
免
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
該
当

と
な
る
障
害
区
分
や
級
別
な
ど
、
く

わ
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
減
免
の
手
続
き
と
申
請
期
間
　
納

税
通
知
書
と
印
鑑
、
運
転
者
の
運
転

免
許
証（
写
し
可
）、
障
害
の
状
況
を

確
認
で
き
る
も
の（
障
害
者
手
帳
な

ど
）を
持
っ
て
、
5
月
25
日（
月
）ま

で
に
課
税
課
諸
税
係（
市
役
所
1
階

35
番
窓
口
）へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
諸
税
係
・
内
線
1
2
0
0

平
成
27
年
度
課
税
・
非
課

税
証
明
書
を
発
行

　
6
月
5
日（
金
）か
ら
、
平
成
27
年

度
課
税
・
非
課
税
証
明
書
を
発
行
し

ま
す〔
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
の
み

の
方
は
、
5
月
11
日（
月
）か
ら
発
行

し
ま
す
〕。
証
明
書
の
発
行
を
希
望

す
る
方
は
、
本
人
確
認
の
た
め
運
転

免
許
証
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
諸
税
係
・
内
線
1
2
0
0

自
動
車
税（
都
税
）納
期
限

は
6
月
1
日
で
す

　
自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1
日
現

在
、
車
検
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所

有
者（
割
賦
販
売
の
場
合
は
使
用
者
）

の
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
27
年
度
の
自
動
車
税
納
税
通

知
書
は
、
5
月
1
日
に
発
送
し
ま
し

た
。
納
期
限
は
6
月
1
日（
月
）で
す
。

●
納
付
方
法
　
金
融
機
関
・
郵
便

局
の
窓
口
を
は
じ
め
、
指
定
の
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
付
で

き
ま
す
。

問
立
川
都
税
事
務
所
☎（
5
2
3
）3

1
7
1

　
市
は
、
平
成
27
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
と
軽
自
動
車
税
、
市
・
都
民
税
の

納
税
通
知
書
を
順
次
発
送
し
て
い
ま
す
。

　
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税
、軽
自
動
車
税
、

市・都
民
税

納
税
通
知
書
を
順
次
発
送

口座振替の申込期限など

税目 納税通知書
発送日

第２期からの口座
振替申込期限

固定資産税 5月1日㈮ 6月16日㈫
到着分まで

市・都民税
（普通徴収） 6月5日㈮ 7月17日㈮

到着分まで
軽自動車税の口座振替をご希望の方には申
込書を郵送しますのでご連絡ください。な
お、振替は平成28年度からになります。

平成27年度市税の納期限

	６	月	１	日㈪ 固定資産税・都市計画税第1期軽自動車税
	６	月	30	日㈫ 市・都民税第1期
	７	月	31	日㈮ 固定資産税・都市計画税第2期
	８	月	31	日㈪ 市・都民税第2期
	11	月	２	日㈪ 市・都民税第3期
	12	月	25	日㈮ 固定資産税・都市計画税第3期
平成28年
	２	月	１	日㈪ 市・都民税第4期

	２	月	29	日㈪ 固定資産税・都市計画税第4期

※申告期限は過ぎていますが、申告は随時受け付けています。
※申告書は、ホームページからダウンロードできます。
※eLTAX（地方税電子申告）もご利用ください。

市役所への
提出書類

固定資産税償却資産
申告書

税務署への提出書類

▽個人＝	所得税青色申告
決算書（一般用・不動産
所得用等）

▽法人＝	事業年度分の確
定申告書

毎年２月中旬～３月中旬毎年１月31日まで
申告期間申告期限

市内で事業を営んでいる個人・法人

▽償却資産の例＝屋外給排水設備、外構、駐車場
舗装、エアコン、パソコン、テナント資産など、
減価償却費に計上されるもの（建物本体、自動車等
を除く）

市役所と税務署に
申告が必要です

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から受け付け）


